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新規性・進歩性，記載要件について（上） 
～数値限定発明を中心にして～ 

Study on Inventive Step, Novelty and Description Requirements 
under Japanese Patent Law (1) 

- Focusing on Inventions with Numerical Range Limitations- 
 

岡 田 吉 美* 
Yoshimi OKADA 

抄録 数値限定発明の新規性・進歩性及び記載要件等についての最近の裁判例を体系的にまとめつつ，

新規性・進歩性に関係する根本的な問題について検討した。達成すべき課題クレームの進歩性，数値限

定発明の新規性及び記載要件についての裁判例をまとめ，「容易に発明をする」とはどういう意味か，刊

行物に記載された出願時の技術水準の知識に基づいては実現できない技術事項を発明として認定するこ

との可否，新規性・進歩性の主張立証責任，新規性評価の二面性について論じた（上）。また，技術手段

としての数値限定を含む発明の進歩性についての裁判例をまとめ，顕著な効果と進歩性の評価との関係，

特殊パラメータ発明の新規性・進歩性等について論じた（下）。 
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2．数値限定発明の審査の重要性 
3．数値限定発明の定義と種類分け 
4．達成すべき課題クレームの進歩性について～「発明をする」とは～ 
5．刊行物に記載された実施不能な技術事項の発明としての認定について 
6．技術手段としての数値限定を含む発明の新規性について 
7．数値限定発明の記載要件（以上，本号） 
8．技術手段としての数値限定を含む発明の進歩性 
9．特殊パラメータ発明の問題点と新規性・進歩性の判断 

10．チェックリスト 
11．おわりに 
 

 

１．はじめに 
 審査に従事していて，最近，特に数値限定を発

明特定事項の一部とする発明が多くなってきたよ

うな印象を受けている。この背景には，測定技術

やシミュレーション技術の進歩，平成6年改正特許

法を踏まえての出願戦略，数値限定を題材にした

出版物1の影響があるのではないかと考えられる。

出願増の原因はさておき，この種の発明について

の実際の審査，審判，裁判の事例に目を移してみ

ると，明細書に欠陥があること，審査・審判手続

きにおける主張内容が適切でないことなどにより，

特許を取得できない，あるいは特許が無効・取消

になっている事例も多数見受けられる。このこと 
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の大きな要因としては，これまで数値限定発明に

関する種々の論点について裁判所の判断がかなり

蓄積されてきている一方で，実際の出願書類の作

成，審査・審判手続の応答書類の作成の実務には

フィードバックが必ずしも十分に行われていない

ことがあるように思われる。 

 そこで本稿は，数値限定発明に関しての最近の

裁判例を紹介して，新規性・進歩性等の特許要件

及び記載要件の判断の予見性を高め，明細書の作

成や審査･審判での応答書類作成にあたっての留

意点を明らかにすることにより，特許取得率の向

上を図りつつ，負担の大きい裁判・審判事件を減

らすことを第一の目的とする。 

 また，数値限定発明は論点が絞られていること

もあり，根本的な問題を検討するに当たっては便

利な面がある。そこで，本稿は，数値限定発明を

題材として特許法における基本的な問題について

検討を行うことを第二の目的とする。具体的には，

「容易に発明をする」とはどういう意味か，刊行

物に記載された出願時の技術水準の知識に基づい

ては実施不可能な技術事項を発明として認定する

ことの可否，新規性・進歩性の主張・立証責任，

効果と進歩性との関係等について検討する。 

 

２．数値限定発明の審査の重要性 
（1）数値限定発明の影響力 

 数値限定発明の検討を行うに当たり，まず数値

限定発明の審査の重要性について考えたい。数値

限定発明は選択発明の一形態と捉えられているが，

場合によっては選択したとは言えないほどの広範

囲になることがある。この効果は，単独の出願で

はなく，複数の出願の総体の効果として広範囲を

選択したことと同様の効果が起こりえる。具体的

事例をもとに考えてみたい。 

下記の二つのケースは実際に出願されたもので

ある。 

出願A 
（発明内容） 

「2枚の対向した電極基板間に強誘電性液晶

を挟時してなる強誘電性液晶素子において，

該液晶層内の体積抵抗率を1×1010Ωcm以下と

したことを特徴とする強誘電性液晶素子。」 
（効果） 

液晶層内のイオンの偏在による液晶分子のバ

ラツキや経時的変化が生じなくなり，液晶分

子の双安定性が向上する。 

出願B 
（発明内容） 

「電界に対して第1の安定状態と第2の安定状

態を示す強誘電性液晶を有する誘電性液晶を

第1の安定状態又は第2の安定状態に配向させ

て，かかる画素の書込みを行毎に順次行う駆

動法に適用する液晶素子であって，前記画素

中の強誘電性液晶の体積抵抗率を1×109Ωcm
以上としたことを特徴とする液晶素子」 

（効果） 
メモリー駆動型時分割駆動を行っても，書き

込み状態が反転することなく正常な駆動表示

が得られる。 

 

図1 

 

 

 

 

 

 

 

 

両出願の発明を比べると，細部では体積抵抗率

以外の発明の構成についても差異があるが，実際

問題としてはどちらも同等であると考えてよい。

単純化して考えると実質的には，出願Aは，「液晶

層内の体積抵抗率を1×1010Ωcm以下としたことを

特徴とする強誘電性液晶素子」，出願Bは，「液晶
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の体積抵抗率を1×109Ωcm以上としたことを特徴

とする液晶素子」という内容である。それぞれ数

値限定の目的あるいは効果は異なるものの，図1

をみると明らかなように，それぞれがそのまま特

許されると，2つの出願で全域をカバーできること

になってしまい2，自由技術を支配あるいはパイオ

ニア発明の特許権者の発明の実施を事実上制限し

てしまうこととなる。 

上記の事態が阻止されるべきことは言うまでも

ないが，刊行物に記載された強誘電性液晶素子に

関する発明を根拠として少なくともどちらか一方

の出願を拒絶しようとしても，現実としては問題

がある。物理量は，不純物により大きく値が変化

する「impurity-sensitiveな量」と，不純物よりは割

合の高い物質の物性を反映する「bulk-sensitiveな

量」とに分けられる。抵抗率（伝導率の逆数）は

前者であり，先行技術文献に記載の事項では，不

純物量が不明であるから，過去の文献に記載の事

項を再現した物品の追試によってはその値を定め

られず，刊行物の記載を根拠に新規性を否定する

ことは，はなはだ困難である。したがって，実際

に争いになると問題が大きい。 

さらに，ある一つのパラメータでは特許をとれ

なかった範囲については，他のパラメータに注目

することにより，発明の支配領域を拡張すること

ができる可能性もある。例えば，実際に出願があ

るかどうかは別として，上記の例で言うと粘性等

の体積抵抗率以外のパラメータで規定した数値範

囲の特許を取得できる可能性がある（図2参照）。

もし数値限定の発明が簡単に特許される状況が生

じたとすると，基本特許が生じても，色々なパラ

メータについて測定をひたすら行って数値限定発

明の特許を多数取得することにより基本特許に対

抗できる大きな力を得られることになる。数値限

定の発明が簡単に特許される状況になると，パイ

オニア発明の権利者の活動を阻害するための研究

を助長することになり，発想に飛躍を要する発明

を多数生み出す研究開発活動を促進し産業を発達

させるという特許法の本来の趣旨が損なわれるこ

とにもなりかねない。 

 

図2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）数値限定発明の審査の意義 

このように，数値限定発明は，複数の権利を組

み合わせることにより実質的権利範囲が広く，場

合によっては基本特許に匹敵するという意味で強

力な権利ともなりえてしまう。また，当たり前の

数値であっても過去の文献には記載されてないこ

とが多々あるため，数値を明示する過去の文献は

ないが実際上は既に公知となっている可能性があ

り，潜在的争訟性が高い。そして，数値限定発明

を安易に特許にすると，研究開発活動への悪影響

が懸念される。 

数値限定発明は，他の発明類型に比較して先行

技術調査が困難なことが多く3，審査に多くの資源

を要するものであるが，それを投入するだけの意

義があるといえるだろう。 

 

３．数値限定発明の定義と種類分け 
（1）数値限定発明の定義 

「数値限定発明」という言葉の使われ方には広
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義のものと狭義のものとの二種類があるようであ

るので，本稿で検討するに当たり，まず，その定

義を定めることにする。「数値限定発明」の狭義の

定義としては「公知技術の特定事項の一部を数値

で限定した発明」4，すなわち「先行技術との相違

点が数値限定のみである発明」とするものがあり，

広義の定義としては「発明を特定するための事項

を数値範囲により数量的に表現した発明」5，すな

わち「先行技術との相対的関係を考慮することな

く，何らかの数値限定が発明特定事項として請求

項の記載に含まれている発明」とするものがある。

本稿においては，記載要件も含めて検討するので，

特にことわらない場合には「数値限定発明」は後

者の広義の定義を指すものとし，前者を指す場合

には「狭義の数値限定発明」と呼ぶこととする。

なお，数量的表現には数式等も含まれるとする。 

 

（2）数値限定発明の種類分け 

 技術的思想の創作である発明は，物質特許等の

一部の例外を除き，多くの場合には，「ある技術的

課題を解決するためにある技術手段をとったも

の」として捉えられる。したがって，数値限定発

明についても，発明の本質を理解する上で「課題

と技術手段」という観点から種類を分けてみると

分析に役立つと考えられる。そのような観点に立

つと，以下の3通りに大きく分けることができる。 

 

（イ）数値限定の部分はもっぱら達成すべき課

題・効果に相当するもの 

（ロ）数値限定の部分が技術手段に相当するも

の 

（ハ）数値限定の部分は補足的であるもの 

 

（イ）の例としては，「時速500キロメートルで

走行することが可能な車」という発明が最も典型

的な例として挙げられ，達成すべき課題あるいは

奏される効果は請求項に記載されているが，その

課題・効果を達成するための手段は請求項には発

明特定事項として記載されていないものである。 

（ロ）は，特定の課題・目的のため，あるいは，

特定の効果を奏するためにあるパラメータ（変数）

の数値をコントロールして所定の数値範囲に設定

するものであり，最も代表的な数値限定発明であ

る。「数値限定発明」というと通常念頭に置かれる

ものであるので，具体例は省略する。 

（ハ）に属するものとしてはいくつかの種類が

ある。①先行技術を工夫したものであって当該先

行技術を示すために記載したもの，②出願発明が

単なる着想ではなく実施可能性があることを示す

ために補足的に請求項に記載したもの（数値限定

の外においても実施可能であることが一応予想さ

れるもののこれを裏付けるべき実験が出願までに

完了していないため実験の範囲内の数値に止めた

もの）6，③ある構成を付加した点に工夫があるも

のについて所定の効果を奏するためにその構成に

数値の限定を加えたもの7，④構成から導かれる効

果を確認的に記載したもの等である。また，数値

限定の技術的意味が発明の詳細な説明から把握で

きないものも「単なる限定」として扱われる結果，

このカテゴリーのものと同じように取り扱われる。 

上記（ハ）の場合には，数値限定の部分は，特

段の技術的意義を持つものではないから新規性・

進歩性の判断において重要な役割を演ずるもので

はなく，もっぱら当該数値以外の部分によって新

規性及び進歩性が判断される。したがって，以下

の検討では主として，上記（イ）及び（ロ）の場

合について新規性・進歩性等の特許要件及び記載

要件について裁判例を踏まえつつ検討する。 
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４．達成すべき課題クレームについ

ての進歩性～「発明をする」と

は～ 
 まず，上記（イ）「数値限定の部分はもっぱら達

成すべき課題・効果に相当するもの」である「達

成すべき課題クレーム」についての進歩性の考え

方について判示した裁判例をもとに，特許法第29

条第2項でいうところの「容易に発明をする」とい

う言葉の意味について検討する。結論から先に述

べると，｢容易に発明をすることができた｣とは，

「容易想到性」であって，「実現の容易性」までも

要求するものではないことが理解できる。 

 

（1）達成すべき課題クレームについての進歩性

を判断した裁判例 

達成すべき課題をそのまま構成要件とした発明

の進歩性の考え方について判示した裁判例に形状

記憶要素を備えためがねフレーム事件（東京高判

平成15年11月27日）がある。 

 

めがねフレーム事件（東京高判平成15年11月27

日） 

（発明の内容） 
「請求項1 めがねフレームの少くとも一部分

が，ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金

で作られ，前記一部分は加工硬化された擬弾性の

冶金学的状態にあり，前記一部分は，軟らかくば

ねの感じを与える低い有効弾性係数を有し，かつ，

－20℃から＋40℃までの温度範囲にわたり少なく

とも3％の弾性を有するようにするため加工硬化

と熱処理を受けていることを特徴とするめがねフ

レーム。」 
 
（判示事項） 

「本件第1発明は，特定の種類の材料が少なくと

も部分的に用いられており，全体が製造された状

態において，上記部分が一定の物性を持つめがね

フレーム，の発明である。その製造方法でも，ま

してや上記材料自体ないしその製造方法でもない。

本件で考案の対象とされる本件第1発明は，上記の

ようなめがねフレームそのものであって，上記製

造方法，材料自体ないしその製造方法の容易想到

性や，実現の困難性は，基本的に本件において問

題になるものではない。 
   本件第1発明の進歩性を，上記の構成のめがねフ

レーム自体の容易想到性の有無の観点から判断す

ることが許されることは，当然である。 
    めがねフレームとして，①剛性や弾性が大きすぎ

ないこと（かけ心地を軟らかくするためである。），

並びに，②少なくとも部分的に（例えばつる，テ

ンプル等において）ある程度の弾性を持つこと（か

けたとき容易にずれたり外れたりしないようにす

るためである。），の二つの性質は，好ましいとい

うより，むしろ当然備えるべきものであり，その

ことは，当業者のみならず，単なる消費者であっ

ても容易に思い付く，一般常識といってもよいこ

とである。 
（中略） 

    本件第1発明は，前記のとおりのものであり，要

するに，ニッケル－チタニウムベースの形状記憶

合金を用いて，これに加工硬化と熱処理を加え，

めがねのフレームとして具えていることが好まし

い特性を，実用性の面からみて好ましい温度幅の

全体にわたって維持するようにしてあるめがねフ

レーム，というものであり，それ以上のものでは

ない。ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合

金及びそれに対する加工硬化と熱処理という周知

技術の下で，これをみれば，つまるところ，これ

らの技術を用いて達成すべき課題をそのまま構成

要件としただけのものであり，それ以上に具体的

な要素は何ら有するものではない（このような課

題を実現する具体的手段に想到することは困難で

あり得ても，このような課題に想到することには

何らの困難もない。両者の区別は明確に認識され

なければならない。）。このようなとき，甲4公報な

いし甲6公報の各発明の形状記憶合金の個々の点

を取り上げて論じることに，何らの意味をも認め

ることはできない。これに関する原告の主張は，

それ自体失当である。」（下線筆者） 
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（2）検討 

上記判決は，達成すべき課題をそのまま構成要

件にした場合には，着想として容易であれば容易

に発明できたものとして拒絶されるべきもので，

具体的に実現することの困難性は特許法第29条第

2項でいうところの容易性においては問題ではな

い旨判示している。すなわち，｢容易に発明をする

ことができた｣とは，「容易想到性」であって，「実

現の容易性」までも要求するものではない8。発明

は技術的思想の創作なのであり，特許法は着想す

ることが困難な発想を保護するものなのである。 

したがって，例えば誰もが長く望んでいたがな

かなか達成できなかった数値を初めて達成・実現

し，その数値を請求項に記載しても，発想あるい

は着想自体としては困難なことではないので，進

歩性は認められない。この場合において，着想す

ることが困難だったのは，その課題を達成するた

めにはどのような具体的技術手段をとればよいの

かということである。進歩性があると評価される

ためには，請求項に技術手段を記載することが必

要である9。 

 ところで，一見，上記の裁判例と反対の判断を

したように見える裁判例として次のものがある。

ただし，詳細に見ると結論としては矛盾するもの

ではないことが理解できる。 

 

電子部品処理用器材事件（東京高判平成15年12月

10日） 

（発明の内容） 

「電子部品，その製造中間体，またはその製造

工程の処理液と接触する器材であり，その接触面

が熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂で形成されて

おり，前記樹脂の成形後の80℃の温水中での1日当

りの有機物抽出量が，有機炭素量（TOC）で

500µg/m2以下であることを特徴とする電子部品処

理用器材。」 
 

（判示事項） 
「電子部品処理用器材の有機炭素量に着目する

ことは公知であって，抽出される有機炭素量

（TOC）を極力少なくすることが，本件優先日前

に周知の技術的課題であったとしても，それら公

知技術において使用されている電子部品処理用器

材の有機炭素量は，最良のPFA樹脂においても

1347µg/m2程度であると認められるから，本願発明

に係る『80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量

が有機炭素量（TOC）で500µg/m2以下』という設

定は，当業者が目標として設定するであろう水準

を超えているものというべきである。一方，引用

例には，熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂がどの

程度の有機炭素量（TOC）を持つものであるかに

ついて何らの記載も示唆もなく，他にそれを開示

又は示唆する公知技術の存在を認めるに足りる証

拠もないから，本願発明のような水準を達成する

樹脂を選択し，そのような水準の有機炭素量

（TOC）を設定をすることは，当業者が容易にし

得るところのものではないというべきである。 
   したがって，本願発明が，80℃の温水中での1日

当りの有機物抽出量を『有機炭素量（TOC）で

500µg/m2以下』と規定したことに，『特段技術的意

味は認められず，単に，有機物抽出量の低いこと

を示す目安に過ぎず，当業者が適宜決めるべき値

に過ぎない』（審決謄本2頁『第3対比・判断』の第

5段落）として，有機炭素量（TOC）による規定に

係る容易想到性を肯定した審決の判断は誤りであ

り」（下線筆者） 
 

このケースは，熱可塑性飽和ノルボルネン系樹

脂を電子部品処理用器材として用いたところに発

明のポイントがあり，「80℃の温水中での1日当り

の有機物抽出量が有機炭素量（TOC）で500µg/m2

以下」という効果は，この樹脂に固有の効果であ

る。したがって，この発明は数値限定の類型では

「（ハ）数値限定の部分は補足的であるもの」のう

ちの「④構成から導かれる効果を確認的に記載し

たもの」に該当する例であり，用途発明として捉

えるべきものであって，具体的手段を発明特定事

項とするものではない「達成すべき課題クレーム」
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とは区別されるべきものである。 

 

５．刊行物に記載された実施不能な

技術事項の発明としての認定につ

いて 

数値限定発明に関する出願においては，当該物

性値等の数値を有する材料を初めて実現したとす

る出願がある。この場合，拒絶理由通知を受けた

出願人から「先行する引用文献に同一の数値が記

載されていても，引用文献に記載のものは本願の

出願時においては実施不可能であり，記載された

発明として認定することはできない」と主張され

ることがある。特許法第29条第2項における「発明

をする」とは想到することであり，実現までは意

味していないことを先に検討したが，刊行物に記

載された技術事項についてはどうなのだろうか。

実現できないものは「刊行物に記載された発明」

として認定することが全くできないのだろうか。

すなわち，実現の困難性についての議論は，本願

発明の容易性の議論においてだけでなく，引用発

明についても当てはまるのだろうか。ここでは，

このことについて裁判例と想定例をもとに検討し，

結論として，引用文献に記載の技術事項が本願の

出願時の技術水準の知識に基づいては実施不可能

な場合に，その全てのケースを一律に「刊行物に

記載された発明」として認定できないとすること

は不適切であることを導く。 

 

（1）裁判例 

刊行物に記載された事項の実施可能性と発明と

しての認定に関連して判断した比較的最近の裁判

例をまず紹介する。 

 

ヒト白血球インターフェロン事件（東京高判平成

14年4月25日） 

（判示事項） 

「特許法29条と36条の上記各規定を対比すれば，

特許法は，特許を受けようとする発明について，

その明細書に，当業者が容易に実施できるように

記載していなければならないとしているものの，

特許を受けようとする発明と対比される『頒布さ

れた刊行物に記載された発明』については，その

ようなことを求めていないことが明らかである。

このように，特許法が，特許を受けようとする発

明について厳しい要件を要求しているのは，特許

制度が，発明を公開した者にその代償として一定

期間一定の条件で独占権を付与するものであり，

発明の詳細な説明の記載が明確になされていない

ときは，発明の公開の意義も失われ，ひいては特

許制度の目的も失われてくることになるからであ

る。 
一方，『頒布された刊行物に記載された発明』に

おいては，特許を受けようとする発明が新規なも

のであるかどうかを検討するために，当該発明に

対応する構成を有するかどうかのみが問題とされ

るのであるから，当業者が容易に実施できるよう

に記載されているかどうかは，何ら問題とならな

いものというべきである。むろん，当該発明が，

未完成であったり，何らかの理由で実施不可能で

あったりすれば，これを既に存在するものとして

新規性判断の基準とすることができないのは当然

というべきであるから，その意味で，『頒布された

刊行物に記載された発明』となるためには，当該

発明が当業者にとって実施され得るものであるこ

とを要する，ということはできる。しかし，容易

に実施し得る必要は全くないものというべきであ

る。このことは，例えば，当業者であっても容易

に実施することができないほど極めて高度な発明

がなされたとき，当業者が容易に実施することが

できないからといって，新規性判断の資料とする

ことができないといえないことからも，明らかで

ある。要するに，特許法29条1項3号の『頒布され

た刊行物に記載された発明』に求められるのは，

公知技術であるということに尽き，その実施が容

易かどうかとは関係がないものというべきであ

る。」（下線筆者） 
 

一方，数値限定を有する発明についてではない

ものの，もっと踏み込んで判示した裁判例に次の
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ものがある。 

 

搬送装置事件（東京高判平成元年11月28日） 

（判示事項） 
「原告は，第一引用例記載のものは実施不能の

技術であり，このようなものを引用例として本願

発明の進歩性を判断することは誤りである旨主張

する。 
しかし，右引用例は，本願発明に特許を付与す

ることを拒絶する理由の根拠として示されたもの

で，本願発明の進歩性を判断するためにそこに記

載の技術的思想が対比の対象にされているに過ぎ

ないものであるから，その技術がさらに実施可能

なものであるか否かまでは問うところではない。

（換言すれば，引用例記載の発明が実施不能なも

のであるとしても，そこに一定の技術的思想が記

載されていれば，その思想を対比の対象とするこ

とに妨げはない。）」（下線筆者） 

 

（2）検討 

 上記の両判決は，引用例に記載の技術事項を発

明として認定するためには，その記載のみから容

易に実施できるように記載されていることは必ず

しも必要ないという点では一致しているが，実施

不能な場合には結論が異なっているように見える。

統一的に理解することが可能だろうか。 

 それを考察する前に，次のような仮想事例をも

とに，出願時の技術水準の知識に基づいては実施

不能な開示内容と発明の認定について考えてみた

い。 

 

（i）仮想事例に基づく検討 

仮想事例 
●先駆者A  

光学定数X=X0の値を有する材料が開発

されたと仮定して，コンピュータシミュ

レーション技術を用いて，「光学定数

X=X0の値を有する材料よりなる光学部

材を含んだ光学系OS」を創作し，刊行 

物Jに発表した。 
 
●出願人B  

上記先駆者Aの論文を記載した刊行物Ｊの発

行の後に，世界で初めて光学定数X=X0の値

を有する物質Mの合成に成功して，以下のよ

うな内容の特許出願をした。 
請求項1 物質M 
請求項2 光学系OS 
請求項3 光学定数X=X0の値を有する材

料が物質Mである光学系OS 
 
条件：出願人Bが出願した請求項2の「光学系

OS」は，先駆者Aが刊行物Jに発表したものと

全く同じものであり，材料が物質Mであること

の限定はない。請求項1の材料Mについては，

特許性が認められる。なお，特許法第37条の発

明の単一性の問題はあるが，この点は考えない

ものとする。 

 

上記のような仮想事例の場合，請求項1及び請求

項1に実質的に従属する請求項3は特許性が認めら

れるとして，「光学系OS」についての特許性の判

断はどのようになされるべきであろうか。光学系

OSについての技術的思想としての創作には出願

人Bが工夫した点はないので，出願人Bに特許を与

えるべきではないと考えるのが直観的に妥当な線

ではないだろうか。そうすると，どうやって請求

項2を拒絶するのかという問題になるが，出願時に

は光学定数X=X0の値を有する物質は知られてい

ないので刊行物Jに記載の光学系OSは出願時の技

術水準の知識では実現することができなかったと

しても，それを発明として認定するしかない。 

 

（ii）出願時の技術水準では実現できなかった技

術事項の発明としての認定の考え方 

上記の仮想事例を考察すれば分かるように，文

献に記載の技術事項が出願時の技術水準では実施

不可能な場合について，その全てのケースを一律
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に「刊行物に記載された発明」として認定できな

いとすることは不適切である。シミュレーション

技術が発達した現在，仮想的な世界で発明がなさ

れることは多々ある。一定の技術的思想が記載さ

れていれば，出願時の技術水準では実現できない

ものであっても「刊行物に記載された発明」と認

定できると考えるべきである。換言すると，原則

「技術的思想であること」と「実現性」とは切り

離して考えるべきである。 

 一方，実現不可能な技術事項を発明として認定

することが不適切な場合もある。そのような典型

的な例は，化合物に関する発明である。化学式だ

けなら元素記号を組み合わせるだけで簡単に作る

ことができる。そのような記載に発明としての実

体が何らないことは明らかであるから，化学式の

みの記載があることのみをもって先行技術として

認定し，初めて当該物質を合成しその製造方法も

明らかにした出願を拒絶できるとすることが不適

切であることには異論はないだろう。このような

ケースは，「一定の技術的思想が記載されている」

とは言えないケースであるから，上記の考え方は

対立しないで整理することができる。 

 上記のように考えると東京高判平成14年 4月25

日と東京高判平成元年11月28日の判示内容を統一

的に理解することができる。前者で認定した引用

発明は生化学の分野であり，後者で認定した引用

発明は機械的な技術分野である。前者の上記判示

事項は，「本件においては，上記のとおり，引用刊

行物には，原料となるカンテル調製物の入手方法

等，特定の分離精製条件，具体的検定方法等が記

載されていないので，同刊行物に接した当業者は，

そこに記載されたヒト白血球インターフェロンを

容易には得ることができない。したがって，引用

発明は，特許法29条1項3号に規定される『刊行物

に記載された発明』に当たらないというべきであ

る。」との原告の主張に対して判断したものである。 

６．技術手段としての数値限定を含

む発明の新規性について 

 次に，数値限定が技術手段になっている発明の

新規性について検討する。特に二つのケース，（1）

効果の認識は新規であるが本願発明の数値範囲が

先行技術文献に具体的に開示された数値を包含し

てしまう場合と，（2）先行技術文献には本願の数

値範囲に属する具体的数字の開示がない場合とを

検討し，発明の同一性については権利範囲の側面

と思想の側面との二つの観点から検討が必要であ

り，新規性を満たすためにはいずれの観点から見

ても新規であると評価できることが必要であるこ

とを説明する。また，併せて，新規性の主張立証

責任についても検討する。 

 

（1）効果の認識は新規であるが，数値範囲が先行

技術文献に具体的に開示された数値を包含し

てしまう場合～学問上の新規性と特許法上の

新規性の相違～ 

（i）学問上の新規性と特許法上の新規性との相違 

 公知の発明について，今まで認識されていなか

った効果を新たに発見したとしても，「単なる効果

の発見」として特許されないことはよく知られて

いる。認識としては新規であるが特許法上新規と

はされない類似の例としては，公知のデバイス等

の動作の原理・仕組みを解明した場合，公知の特

定の事象からより
．．

一般化した概念を発見した場合

等がある。後者の具体的な場合を想定して以下考

察する。 

20年近く前のことになるが，1987年にBednorz

及びMüller10によってLa2-δBaδCuO4（δ＝δ0～δ1）が

超伝導を起こすことが発見され，高温超伝導のブ

ームを世界中に巻き起こした。その後，十倉好紀

教授らの研究11により，この物質を含むより
．．

一般

的な概念として，適切な濃度のホール又は電子が

ドープされたCuO2面を有する銅酸化物が，超伝導
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体となることが解明された。「CuO2面を有する銅

酸化物であって，○○から△△の濃度のホール又

は□□～◇◇の濃度の電子をドープした，超伝導

性を示す銅酸化物」という発明が出願されたケー

スを想定して，学問上の新規性と特許法上の新規

性の相違について以下考えてみる。 

 

先行技術 La2-δBaδCuO4（δ＝δ0～δ1）からな

る超伝導体 

出願発明 「CuO2面を有する銅酸化物であっ

て，○○から△△の濃度のホール

又は□□～◇◇の濃度の電子を

ドープした，超伝導性を示す銅酸

化物」 

 

「CuO2面を有する銅酸化物であって，○○から

△△の濃度のホール又は□□～◇◇の濃度の電子

をドープした，超伝導性を示す銅酸化物」という

概念を導いたことは，特殊な事象からより
・ ・

一般化

された本質的な事象を抽出することであり，学問

としては偉大な認識であって，学問上の新規性を

有することは間違いない。自然科学の発展形態は，

特定の状況で起こる現象からより
・ ・

一般的な法則・

原理を導くことにある。しかし，このような学問

上新規性を有する認識の発明は，特許の世界では

新規性を有しないとされる。この違いは，特許制

度の本質に根ざしている12。 

 特許の世界では，特許発明の概念範囲に入るも

のは侵害物とみなされる。既に社会や公衆の財産

となっている自由技術を制限する独占権は付与し

ないということが特許制度の大原則13であるから，

公知物を包含する発明概念は「新規性なし」とさ

れる14。 

当たり前のことをなぜ述べるのかと思われる向

きもあるかもしれないが，実際に審査に従事して

いると，学問上の新規性と特許法上の新規性を混

同して意見書で新規性を主張する事例が散見され

るので改めて説明をした。 

 

（ii）先行技術文献に具体的に開示された数値を

包含するが，当業者にとって容易に付加し得

る相違点がある場合の特許性の判断 

 たとえ数値限定により予想を超える新規な効果

を生じることが見出されても，それが先行技術文

献に具体的に開示された数値を包含してしまう場

合には，特許は付与されない。このような単純な

ケースでは異論は見られないが，ほんの少し複雑

になると異なる考え方も出てくるようであるので，

もう少し検討してみたい。次のケースを想定した

場合に，どのように取り扱うべきであろうか。 

 

（想定ケース） 

本願発明は，数値限定を有する構成Aと技術手段

ωとから構成される。先行技術として構成Aに属す

るαが存在する（α∈A）。構成αにωを付加すること

は当業者にとって容易である。ただし，本願の明細

書では，構成Aから奏される顕著な効果が開示され

ているが，先行技術にはその効果について認識され

ていない。 

 
●本願発明                

「A＊ω」 
構成A：数値限定を有する。 
ω：その他の構成。 
 

●先行技術 
「α」（α∈A） 
技術α：Aの数値限定の範囲に属する 
 

（条件）αに構成ωを付加することは当業者にとっ

ては容易。 
本願の明細書では，構成Aから奏される顕

著な効果が開示されているが，先行技術

にはその効果について認識されていな
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い。 

（※ 構成「A」と構成「ω」からなる発明の構成

は「A＋ω」のように表されることが多いが，本来

は論理積で捉えられるべきものであるから，ここで

は「A＊ω」と記載した。） 

 

もし，出願発明が「A」であったならば，先行

技術αを包含するので，新規性がないとされ特許

は付与されない。構成Aが特許にされるものでな

く，構成ωを付加することが当業者にとって容易

である以上，単にωを付加することによって特許

性が生じることはないと考えるのが通常の考え方

と思われる。あるいは，少なくとも発明概念「α

＊ω」は当業者が容易に想到し得たものであり，

それを権利範囲に含めるように権利設定がなされ

ることは許されるべきでないという言い方もでき

る。 

この考え方に対立する判断をした事件があるの

で，以下，紹介し，考察する。 

 

微細エッチング加工用素材事件（東京高判平成7

年7月4日） 

 本願発明及び引用例の発明の内容，出願人の主

張と裁判所の判断とを表にまとめると下記のよう

になる15。 

 

 本願発明 引用例 出願人の主張と裁判所の判断

製造法 冷間圧延 規定なし 
実質的な差異がないことを出

願人も認める。 

板厚 0.020～0.40mm 0.20mm  

合金組成 
42%Ni-Fe又は

36%Ni-Fe 
36%Ni-Fe 

 

炭素含有量 
0.01%以下 

（Aに対応） 

0.009% 

（αに対応） 

0.01％以下に設定するという

一般的基準は開示又は示唆さ

れていない。裁判所の判断内

容は下記参照。 

断面線浄度 
0.017%以下 

（ωに対応） 
規定なし 

出願人は，審決が適宜設定可

能な事項としたことは誤りで

ある旨争ったが，裁判所は審

決の判断に誤りはないと判断

した。 

用途 微細エッチング加工用 シャドウマスク 
実質的な差異がないことを出

願人も認める。 
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本願発明では炭素含有量を0.01%以下に限定し

ていたのに対して，先行発明は炭素含有量が

0.009%であった点について，下記のように判示し

た。 

 
（判示事項） 

「当該発明における数値限定を伴う構成が容易

に相当し得るものであるといえるためには，単に

公知技術として当該構成が開示又は示唆されてい

るというだけでは足りず，当該構成の技術的意義，

すなわち，目的，作用効果が周知であるとか，あ

るいは，公知技術における当該構成の技術的意義

が開示又は示唆されていることが必要であると解

するのが相当である。 
（中略） 

進歩性の判断において問題となるのは，合金素

材中の炭素含有量と上記作用効果との関連性が周

知あるいは公知の事項として知られていたか否か

ということであって，この点が知られていなけれ

ば，炭素含有量をどの程度に設定すべきであるか

ということの着想が得られないはずであり，単に

構成や作用効果の点で差異がないからといって，

進歩性の議論が入り込む余地がないとはいえず，

被告の上記主張は採用できない。」（下線筆者） 

 
上記判決は極めて衝撃的なものであり，非常に

多くの論議を呼び，この判決を肯定的に受け止め

て整合的に理解しようという試みも多くなさされ

た16。しかし，上述のようなアナロジーからみれ

ば判決の結論は妥当でなく，多くの批判がある17。

関連する他の裁判例を調べてみると下記のものが

ある。 

 
テクスチャヤーン事件（東京高判昭和61年11月27

日） 

（判示事項） 
「……，右判断に当たって，当該発明の目的（技

術課題）を参酌する必要はあるが，公知例に開示

された数値条件が当該発明の意図する特定の目的

のために有効であることを教示するものでなけれ

ば，その数値範囲を選択することができないとい

う理由はない。けだし，公知例たる技術的手段の

目的と当該発明の目的とが異なり，公知例の技術

的手段の一部をなす数値条件自体は直接には当該

発明の目的を達成する手段としての意義を持たな

いものであっても，当業者において，公知例の数

値条件の技術的合理性，汎用性などのかんがみそ

の数値条件の規定から示唆を得，所用の設計を実

施して，これを特定の目的を持った当該発明の構

成の一部として取り込むのにさして困難があった

とは認められない場合には，当該発明は容易に推

考し得たものとするのが相当だからである。」（下

線筆者） 

 

プラスチック光ファイバ事件（東京高判平成12年

5月8日） 
（判示事項） 

「そもそも，発明の進歩性の判断のため，当該

発明と公知文献に記載された発明とが一致する限

度（一致点）を認定するに当たって，両者に，特

定の構成上の一致点が認められる場合であっても，

当該発明におけるその一致点に係る構成の技術的

意義と同内容の技術的意義について該公知文献に

記載されていなければ，両者がその点で一致する

と認められないというものではない。」（下線筆者） 

 

ギヤシェーパ加工方法及びギヤシェーパ事件（東

京高判平成15年6月5日） 
（判示事項） 

「異なる技術的課題から同一の構成の発明に至

ることがあること，同一の構成がもたらす作用効

果は，複数あり得るものであり，それらは客観的

には常に定まっているとはいうものの，それらの

うちどれを認識し，どれに着目するかは，人によ

り時により変わり得るものであることは，いうま

でもないところである。そうである以上，たとい，

甲3文献に記載されたドライカットを採用した理

由が，見本市における切削実演に当たり油剤の飛

散を防ぎつつ，装置の動作状況を見学者に見せる

ことにあり，ドライカットを用いたことによる作

用効果が，油剤の飛散防止及び装置の動作状況を

見学者によく見せることができるというものであ

って，同文献に，本件発明において技術的課題及

び作用効果とされているものが全く示されていな
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いとしても，そのことは，何ら，同文献に本件発

明と同一の構成が記載されていると認識すること

を妨げるものではない。その構成を採用した動機

やいきさつがどのようなものであろうと，その構

成による作用効果を作成者がどのように認識して

いようと，その構成に接した者が技術課題や作用

効果をどう理解しようと，公知文献に当該発明と

同一の構成が記載されている以上，公知文献には

当該発明と同一の「発明の構成」が開示されてい

ると認める以外にないのである。 
    原告の主張は，結局のところ，甲3文献に既に開

示されている構成の発明（引用発明）について，

それまで知られていなかった作用効果を発見した

ことと，同発明の構成自体を創出したこととを混

同し，前者をもって後者に換えようとするもので

あって，誤りであることが明らかである。このよ

うな発見は，それが発見にとどまり，新しい構成

を生み出さないままにある限り，情報自体として

はどのように価値のあるものであっても，創作を

保護の対象とする特許法によって保護されること

はないからである。」（下線筆者） 

 

ボールスプライン事件（最判平成10年2月24日） 
「（三）他方，特許発明の特許出願時において公

知であった技術及び当業者がこれから右出願時に

容易に推考することができた技術については，そ

もそも何人も特許を受けることができなかったは

ずのものであるから（特許法二九条参照），特許発

明の技術的範囲に属するものということができ

ず，」（下線筆者） 

 

微細エッチング加工用素材事件は，過去の裁判

例（「テクスチャヤーン事件」）と整合しないもの

であり，その後このような判決は続いておらず，

むしろ従来の原則を支持する判決が出ている（「プ

ラスチック光ファイバ事件」及び「ギヤシェーパ

加工方法及びギヤシェーパ事件」）。また，「ボール

スプライン判決」の判示事項とも整合しない。し

たがって，微細エッチング加工用素材事件はもは

や先例としての価値はないと考える。 

 

（2）先行技術文献には本願の数値範囲に属する

具体的数字の開示がない場合の発明の同一性

～規範的要件としての発明の同一性と主張立

証責任～ 

（i）第29条の2（先願明細書に記載の発明と非同

一であることの要件） 

発明の同一性の判断を行う場合，発明とは技術

的思想の創作であるから，表現として表れた請求

項の記載事項の形式的な比較ではなく，実体とし

て同一かどうかを判断する。さらには，当業者の

技術常識も斟酌して判断されるので，記載された

発明は，記載された技術事項からある程度の広が

りをもって把握される。これは「実質同一」と呼

ばれるプラクティスで，多くの裁判例を通じて確

立された考え方であり，審査基準には下記のよう

に記載されている。 

 

「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明

特定事項とに相違がある場合であっても，それ

が課題解決のための具体化手段における微差

（周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等で

あって，新たな効果を奏するものではないもの）

である場合（実質同一）は同一とする。」 

 

 それでは，数値限定の差異が先願明細書記載の

発明との差異である場合には，どのように判断さ

れるのであろうか。このことについて判示した比

較的最近の裁判例に下記のものがある18。 

 

記録紙事件（東京高判平成17年2月17日） 
（発明の内容） 

「【請求項1】下記（A）と（B）の重量比が1か
ら3の範囲の組成物からなる隠蔽層（5）が1から20
ミクロンの膜厚で着色原紙（1a），（1b）の表面に

形成されたことを特徴とする，記録紙。 
     （A）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子  
     （B）成膜性を有する水性ポリマー」 
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（判示事項） 
「数値限定発明の同一性の判断に当たっては，

数値限定の技術的意義を考慮し，数値限定に臨界

的意義が存することにより当該発明が先行発明に

比して格別の優れた作用効果を奏するものである

ときは，同一性が否定されるから，上記数値限定

によって先願発明との同一性が否定されると判断

するには，その前提として，本件発明1の数値範囲

が臨界的意義を有するものであるか否かを検討す

る必要があるというべきである。」（下線筆者） 

 

ゴムホース事件（東京高判平成15年10月20日） 
（判示事項） 

「本願発明におけるポリエチレン樹脂層の厚さ

の限定は，その上限，下限とも，先願考案が実施

者の適宜の選択にゆだねていた設計的事項につい

て適宜数値を特定してみたものにすぎず，その限

定に格別の技術的意義ないし臨界的意義を見いだ

すことができないから，本願発明は，先願考案と

実質的に同一であって，特許法29条の2の規定によ

り特許を受けることができないというべきであ

る。」（下線筆者） 

 

（ii）数値限定発明の新規性 

 裁判所においては，第29条の2，第39条，第29

条第1項の判断を「発明の同一性」の問題として捉

えており，これらの条文では「何に記載されてい

る発明と同一か」という比較の対象では差がある

ものの，同一か否かの判断手法で異なるところが

ないようである19。具体的裁判例として，下記の

例がある。 

 

風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法事件

（東京高判平成16年4月28日） 
（判示事項） 

「発明の要旨に数値の限定を伴う発明において，

その数値範囲が先行発明の数値範囲に含まれる場

合であっても，その数値限定に格別の技術的意義

が認められるとき，すなわち，数値限定に臨界的

意義があることにより当該発明が先行発明に比し

て格別の優れた作用効果を奏するものであるとき

は，その発明は先行発明に対して新規性を有する

が，そうでないときは，新規性を有しないという

べきである。」（下線筆者） 
 

内接型オイルポンプロータ事件（東京高判平成15

年5月30日） 

（判示事項） 
「数値限定発明である本件発明の新規性の判断

に当たっては，数値限定の技術的意義を考慮し，

数値限定に臨界的意義が存することにより当該発

明が先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏

するものであるときは，新規性が肯定されるか

ら，」（下線筆者） 

 

（iii）考察 

 裁判所の考えは，先行発明と数値の限定のみが

異なる狭義の数値限定発明は先行発明と重複する

ものであって別異のものとして認識できないので

原則先行発明思想と同一であり（したがって新規

性がなく），数値限定したことに起因してよほど顕

著な作用効果20を奏するものでなければ，特許権

という独占権が付与されるべきではないというこ

とのようである21。このような考え方は，次の理

由により妥当なものと思われる。例えば，本願発

明と先願の明細書に記載の発明との差異が数値の

限定のみであって，そこに特段の意味がない場合

にも単なる数値限定の存在をもって特許になると

すると，先駆者が安心して自己の発明を実施でき

るようにするためにはありとあらゆる数値を開示

しておかなければならないこととなる。そこまで

開示を要求することは，特に先願主義の下では，

先駆者に対して酷であろう22。 

 

（iv）数値限定発明についての主張立証責任とそ

の分配 

数値限定発明についての考え方は，「特許実用新

案審査基準」の進歩性の部分においては記載があ

るが，第29条第1項の新規性や，第29条の2の部分
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においては特別な記載がない。そのこともあって

か，第29条第1項や第29条の2の拒絶理由通知を受

けたときに，「引用例には本願で規定した数値範囲

の記載がない」とだけ主張し，それでもって拒絶

の理由を回避したと考える出願人が散見される。

この対応はどう考えられるべきだろうか。結論か

ら言うと，効果の顕著性の主張立証責任は出願人

側にあり，それが立証されなければ新規性なし，

あるいは，先願明細書に記載の発明と同一と判断

されるので上記出願人の対応は不十分であると言

える。以下，少々詳細に検討してみたい。 

 民事訴訟における主張立証責任については，裁

判所の実務及び通説は法律要件分類説を採ってい

る23。この考え方は行政訴訟に直ちに適用できる

ものでは必ずしもないが，審決取消訴訟における

主張立証責任についても法律要件分類説が妥当す

るという考え方が有力かつ実際のようである24。

法律要件分類説においては，法律効果が他の法律

効果に対してどのように働くかという観点から，

権利（法律関係）の発生要件を定めた根拠規定，

その発生の障害要件を定めた障害規定，その権利

の行使を一時的に阻止する要件を定めた阻止規定，

その権利の消滅要件を定めた消滅規定の四つに分

類し，訴訟の当事者はそれぞれ自己に有利な法律

効果の発生要件事実について主張立証責任を負う

とする25。 

これを特許法について当てはめると，第36条の

記載要件や第37条の発明の単一性の要件，第17条

の2の出願当初の明細書の開示事項内の補正の要

件は，特許発生要件を定めた根拠規定であるので

出願人側に主張立証責任があり，第29条第1項の新

規性，同第2項の進歩性の要件については，障害規

定であるので特許庁側に主張立証責任があること

となる。 

 ところで，法律効果の発生要件として，過失，

正当理由といった規範的評価の成立が所定の法律

効果の発生要件となっている場合には，当該評価

自体を主要事実として主張立証責任の対象とする

のではなく，そのような評価の成立を根拠づける

具体的事実（評価根拠事実）を主要事実とする主

要事実説が通説となっている26。主要事実説にお

いては，評価根拠事実と両立はするが評価の成立

を妨げるような事実（評価障害事実）については，

当該規範的評価の成立を争う側の当事者に主張立

証責任があるとされ，評価根拠事実及び評価障害

事実から規範的要件を充足するか否かは，そうし

た具体的事実に基づく法的な評価であると位置づ

けられ，法的解釈，法的判断の問題であるとされ

る。すなわち，具体的事実が規範的要件を充足す

るものであるか否かについては，法的解釈の問題

であり，事実認定の問題ではないから，そこで立

証責任の観念は働かない27。規範的評価の成立を

主張することの性質は法律上の意見の陳述と解さ

れる。 

 特許法第29条第2項の進歩性の要件は，過去に誰

かが容易に発明をしたという具体的事実ではなく，

出願発明がその出願の時点において当業者が技術

水準に基づいて容易に想到できたであろう水準を

超えるか否かという規範的要件である28。上記の

規範的要件の主張立証責任の考え方を当てはめて

みると，例えば出願発明と比較の対象となる公知

技術を記載した刊行物の存否の事実は，容易想到

性（進歩性の否定）という評価に対する評価根拠

事実であるので特許庁側に主張立証責任があり，

効果の顕著性は，容易想到性という評価に対する

評価障害事実であるから，出願人側に主張立証責

任があることとなる29。そして，それら立証され

た具体的事実を踏まえての進歩性を有するか否か

の判断は，特許法第29条第2項に基づく法的判断，

あるいは，法解釈の問題となる。 

 特許法第29条第1項の新規性の要件については，

一般的には，もっぱら事実の問題であると捉えが
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ちであるが，技術思想としての発明として同等と

評価できるかという規範的要件である。例えば，

対比される二つの発明において，構成の一部が相

違しても，その相違部分が数値の限定である場合

には，効果において格別の差異がなければ，実質

的に同一であると評価される30。上記進歩性の場

合と同様に，出願発明と共通する構成を有する技

術事項を記載した文献の存否の事実は評価根拠事

実であるので特許庁側に主張立証責任があるが，

効果の顕著性は評価障害事実であるから，出願人

側に主張立証責任があることとなる。そして，そ

れら立証された具体的事実を踏まえて新規性を有

するか否かの判断は，特許法第29条第1項に基づく

法的判断，あるいは，法解釈の問題である。 

 このような主張立証責任の考え方に立つと，新

規性の主張立証責任が特許庁の側にあっても，「効

果の顕著性」についての主張立証責任は出願人の

側にある。効果の顕著性の立証がなされなければ，

効果の顕著性はないものとして評価根拠事実であ

る先行技術の存在のみに基づいて新規性の判断が

なされ，その結果新規性がないと評価されること

となる31。したがって，新規性や，先願発明との

同一性の拒絶理由通知を受けた場合にも，出願人

側は単に「数値の限定の点で相違し，その示唆が

ない」と主張するのみでは不十分であり，効果の

顕著性の存在について，十分に主張立証すること

が重要である。 

 

（3）新規性についてのまとめ～新規性の二面 

性～ 

以上検討してみると，新規性の判断については

二面性があることが理解される。一つは，権利範

囲として新規性のないものを包含しないかという

判断であり，他方は，思想としての同一性の判断

である。これは，特許請求の範囲の二つの機能に

起因する。 

 特許法第70条は，「特許発明の技術的範囲は，願

書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基

いて定めなければならない。」と規定する。既に公

衆領域に属しているものに独占権を与えることは

特許法の趣旨に反するので，公知物を特許請求の

範囲に記載の概念範囲に包含する発明は，たとえ，

発明の課題・効果の認識といった点で発明思想と

して主観的な相違があっても，権利範囲の設定が

問題であるとして，新規性が否定される。 

特許法第36条第5項は，「特許請求の範囲には，

請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が

特許を受けようとする発明を特定するために必要

と認める事項のすべてを記載しなければならな

い。」と規定する。特許請求の範囲には，発明を特

定する機能を有しているが，発明は技術的思想の

創作であり，特許請求の範囲の記載はその発明を

特定するための表現である。たとえて言うなら，

特許請求の範囲の記載は，いわば，特許請求の範

囲という「窓」に映し出された発明思想の射影に

過ぎない。したがって，発明の思想としての同一

性を判断するには，特許請求の範囲の表現の同一

性を議論するのみでは不十分であり，その表現の

奥に潜む発明思想の同一性を判断しなければなら

ない。 

 新規性について正しく判断するためには，権利

範囲としての側面と，思想としての側面の二点か

ら考察していずれの点からも新規であると言えな

ければ，新規性があると言うことはできない。 

 

７．数値限定発明の記載要件 

 新規性の次には進歩性について検討したいとこ

ろであるが，紙面の都合から数値限定発明の記載

要件について検討する。 
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（1）発明の明確性～発明の明確性を考える三つ

の観点と最近の裁判例～ 

（i）発明の明確性を考える三つの観点 

（a）権利範囲の明確性 

 発明の明確性の第一の観点としては，権利範囲

の明確性である。「特許発明の技術的範囲は，願書

に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基い

て定めなければならない」（特許法第70条第1項）

ので，権利範囲を定めるものとして明確でなけれ

ばならない。数値限定発明の場合，パラメータの

定義が明確でなかったり，定義がなされていても

測定方法により値が異なったり，数値限定の有効

数字を意味あるものとする程度の測定誤差で測定

できない等の理由により，発明が不明確であると

する裁判例が見られる。数値限定発明の明細書を

作成する際には，細心の注意が必要である。 

 

（b）思想としての明確性 

 発明の明確性の第二の観点は，思想としての明

確性である。特許請求の範囲（請求項）の記載は，

特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す

るために必要と認める事項が記載される（発明の

定義ではない点に留意）。特許請求の範囲の表現か

ら特定される技術的思想の創作としての発明とし

て明確でなければならない。特許請求の範囲の記

載が日本語として明確であっても，発明としては

不明確であることがあり得る点に留意が必要であ

る。例えば，日本語として明確であっても，技術

的意義が全く不明であったならば，発明として不

明確である。なお，技術的意義は特許請求の範囲

ではなく明細書（発明の詳細な説明）に記載され

るものであるから，欠陥自体は明細書（発明の詳

細な説明）の方にあっても，結果として特許請求

の範囲の記載によって特定される発明が不明確と

なる点に留意が必要である。最近この思想として

の明確性という第二の観点の考え方を支持する裁

判例の蓄積も進んでいる。 

 

（c）紛争予防的観点からの明確性 

 次に，特に特殊パラメータ発明32について問題

となる第三の観点である紛争予防的観点からの明

確性について検討したい。 

特殊パラメータ発明には，第三者にとっては，

改めて分析手段によって確認しなければ自己の実

施する具体的事物が特許発明の技術的範囲に入る

か否かを判断することができない場合が多いとい

う問題がある33。特許法第103条においては「他人

の特許権又は専用実施権を侵害した者は，その侵

害の行為について過失があつたものと推定する。」

と規定されており，特許権が設定されると，第三

者には侵害を避ける注意義務が生じる。日本語と

して明確であり，その技術的意義が明確であって

も，特殊パラメータ発明のように当該特許権の技

術的範囲に入る技術を実施しているのか否かを容

易には確認できないとすると，侵害行為を避けよ

うとする第三者に過度な負担を強いることが考え

られる。これは妥当であろうか。不本意にも侵害

してしまう者を生じさせて賠償を受けることは特

許法の目的とするところではない。侵害行為を避

けようとする第三者は過度の負担なく侵害を避け

ることが可能であるべきであり，このような観点

からも発明の明確性は論じられても良いのではな

いだろうか34。 

 特殊パラメータ発明の明確性について現在の審

査基準35には，下記のような規定がある。 

「請求項が特殊パラメータによる物の特定

を含む場合においては，通常，当該特殊パラ

メータで表される具体的な物を想定できな

いことが多い。この場合，当該特殊パラメー

タによる物の特定以外には，明細書又は図面

に記載された発明を適切に特定することが

できないことが理解でき，かつ，出願時の技
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術水準との関係が理解できる場合（例えば，

同一又は類似の効果を有する公知の物との

比較が示されている，類似の構造を有する公

知の物や類似の製法により製造される公知

の物との比較が示されている等）を除き，発

明の範囲は不明確である。」 

審査基準の上記規定は，不本意な侵害を回避す

ることの負担を軽減して紛争を予防することがで

きる程度の明確性という第三の観点から考えると

その趣旨が分かりやすいと考えるが，どうであろ

うか。なお，この考え方に関する裁判例は私の調

べた限りでは見当たらない。裁判事例の蓄積が待

たれる。 

 

（ii）数値限定発明の明確性に関する判例 

 明確性について判断した最近の裁判例を以下紹

介する。 

 

（a）権利範囲が明確でないことにより発明が不

明確とされた例 

（a-1）パラメータの定義・測定法が不明であるた

めに発明が明確でないとされた例 

 

線状低密度ポリエチレン系複合フイルム事件（東

京高判平成17年3月30日） 

（発明の内容） 
「請求項1 平均粒径が3～15µmの不活性微粒

子を0.3～2重量％を含む密度が0.88～0.91g/cm3で
あり，重量平均分子量/数平均分子量が1～3である

線状低密度ポリエチレンよりなるA層と，平均粒径

が2～7µmの不活性微粒子を0.3～1.5重量％を含む

密度が0.905g/cm3以上で，かつA層に用いた線状低

密度ポリエチレンの密度より高い密度である線状

低密度ポリエチレンよりなるB層とからなること

を特徴とする線状低密度ポリエチレン系複合フイ

ルム。」 
 
 

（判示事項） 
「平均粒径については，個数平均径，長さ平均

径，体積平均径等複数の種類があり，当然それら

の計算式は異なるものである（甲第4号証，第12号
証，乙第1号証，第2号証）。 

光学顕微鏡及び電子顕微鏡を用いれば，測定粒

子径は長さや面積ほか，分布基準は個数分布とな

り，コールターカウンター法によれば測定粒子径

は球相当径，分布基準は重量分布，レーザ前方散

乱法及び光散乱（OWL）によれば測定粒子径は球

相当径，分布基準は体積分布基準となり，それぞ

れ異なることが記載されている。 
以上によれば，図5・2に記載された単純な分布

モデルに関して平均粒径を計算しても，長さ，面

積あるいは体積のどれを基準とするかで，最大

10％程度の差があることがわかる。 
したがって，平均粒径の定義・意味，測定方法

を特定しなければ，平均粒径の意義は明確でない，

と認められる。」（下線筆者） 

 

二軸配向積層ポリエステルフイルム事件（知財高

判平成17年10月18日） 
（発明の内容） 

「【請求項1】共押出，縦延伸およびテンター法

による横延伸によって形成された二軸配向積層ポ

リエステルフイルムであって，少くとも一つの表

面層が不活性粒子を0.01～3重量％の範囲で均一に

含有し，該表面層の厚さが0.05µm以上3µm以下で

かつフイルム幅方向に変化しており，該表面層の

厚さが縦方向の屈折率（nMD）と幅方向の屈折率

（nTD）の差（複屈折率：Δn）が大きくなるほど

厚くなっており，そして該表面層の表面粗さRaが3
～ 25nm で か つ フ イ ル ム 幅 方 向 で の 変 動 が

3%/500mm以下であることを特徴とする二軸配向

積層ポリエステルフイルム。」 
 
（判示事項） 

「『変動』という術語について原告が主張するよ

うな一般的な理解及び出願当時の技術常識がある

とは認められず，また，訂正後明細書における発

明の詳細な説明の記載や，実施例と比較例のデー

タを考慮することによって，本件発明における『変

動』が最大値と最小値の差を平均値で割ったもの



 

 46 特許研究  PATENT STUDIES No.４１ ２００６／３

論  文 

であることが明確であるとは認められない。した

がって，訂正後明細書の記載から，訂正発明1にお

いて『表面層の表面粗さRaのフイルム幅方向での

変動が3%/500mm以下である』ということの技術的

意義が明確であるということはできないから，訂

正後明細書の記載が法36条5項の要件に合致しな

いとした審決の判断に誤りはなく，取消事由3（イ）

bは理由がない。」（下線筆者） 

 
自動車安全装置用基布及びその製造方法事件（東

京高判平成16年3月18日） 

（発明の内容） 
「【請求項1】総デニールが450デニール以下のポ

リアミド繊維よりなる糸を経糸および緯糸に用い

た織物であり，織物密度（本/インチ）と糸デニー

ルの平方根の積より求められる織物のカバーファ

クター（CF）が1700以上である織物の表面に油剤

が0.08重量％以上付着せしめられたことを特徴と

する自動車安全装置用基布。」 
 

（判示事項） 
「既知の油剤以上に，その残存付着量を測定す

るに際して，溶剤の選定や抽出条件の設定により，

検出される付着量の値が変わることが容易に推測

される。 
したがって，測定方法が特定されていない本件

発明1，2は，その構成を明確に把握することがで

きないものというほかない。」（下線筆者） 
 
（a-2）数値限定の数値が測定誤差と同程度である

ので発明が不明確とされた例 

 
フィルター基材事件（知財高判平成17年10月6日） 
（発明の内容） 

「【請求項1】熱可塑性連続フィラメントからな

る不織布であって，該熱可塑性連続フィラメント

が，高融点成分のまわりを低融点成分が被覆して

なる芯鞘型フィラメントであり，該不織布は部分

的に熱圧着されたものであって，該不織布の目付

と剛軟度との関係が次式を満足することを特徴と

するフィルター基材。 
         Y/X2 ≧ 0.03 
         X ≧ 120 

         式中 X：目付（g/m2 ） 
         Y：剛軟度（mgf）」 
 
（判示事項） 

「特許請求の範囲で規定する「Y/X2」の値は，

上記のとおり，小数第3位までの数値に意味がある

ものであるところ，ある試料について「Y/X2」の

数値を求めた場合に，その数値の小数第3位に測定

誤差が現れてしまうというのでは，その試料が特

許請求の範囲に包含されるかどうかを確定するこ

とができない事態が生じてしまうわけである。し

たがって，「Y/X2」の値は小数第3位までの数値が

正確に特定されるものでなければならないことは

明らかである。 
ウ 以上のとおり，「Y/X2」の値が小数第3位ま

での数値に意味があるにもかかわらず，その小数

第3位の値を正確に特定することができないもの

である以上は，「Y/X2 ≧0.03」という構成によって

本件発明の技術的範囲を明確に表すことはできな

い。この点において，本件明細書の特許請求の範

囲の記載は不明確なものであるといわざるを得ず，

本件発明の構成に欠くことができない事項のみが

記載されているということはできない。」（下線筆

者） 
 

（b）思想としての明確性（「技術的意義」の観点

から判断した例） 

 

管状部材間の接合構造及び管状部材の接合方法

事件（知財高判平成17年11月1日） 
（発明の内容） 

「【請求項1】 熱可塑性樹脂の一種のエンジニ

アリング樹脂で管状に形成された接合端面を有す

る複数の管状部材の接合方法であって，少なくと

も一方の管状部材の接合端面を，前記接合端面の

縦断面における前記接合端面と外周面とのなす角

θ2の角度を25～85°好ましくは30～80°の傾斜状で，

前記θ2の角度（°）が，前記管状部材の縦断面にお

ける肉厚ｔ(mm)と【数1】の関係にあるように形成

する接合端面形成工程と， 
 前記接合端面形成工程で傾斜状に形成された前

記管状部材の前記接合端面と他の管状部材の接合

端面との間に所定温度に加熱された加熱体を挿入
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し管状部材の溶融温度以上に加熱して接合端面全

体を溶融する加熱溶融工程と， 
   前記加熱溶融工程で溶融された接合端面同士を

圧着する圧着工程と， 
を備えていることを特徴とする管状部材の接合方

法。 
         【数1】  
           43×ln(t)＋26≦θ2≦18×ln(t)＋63」 
 
（判示事項） 

「【数1】が有する技術的意味は，本件明細書の

特許請求の範囲の記載から明確であるとはいえな

いし，発明の詳細な説明の記載及び技術常識を参

酌しても，これが明確になるとはいえない。した

がって，【数1】の技術的意味が不明であることを

理由に，本件明細書における請求項1の特許請求の

範囲の記載は特許法36条6項2号所定の要件に合致

しないとした審決の判断には，誤りはない。」（下

線筆者） 

 

紫外線遮蔽性を有する繊維構造体及び該構造体

を用いた繊維製品事件（東京高判平成16年6月30

日） 

（発明の内容） 
「【請求項1】紫外線を反射または吸収する性能

を有する成分を，繊維構造体を構成する繊維中に

存在させた状態で，1重量％以上含み，波長290～
320mµの紫外線の透過率が5％以下，波長290～
400mµの紫外線の透過率が10％以下，波長400～
1200mµの可視光線の平均反射率が60％以上，通気

度が5ml/cm↑2・sec（注，「ml/cm↑2・sec」は「ml/cm2・

sec」と同義であり，以下「ml/cm2・sec」と表記す

る。）以上であることを特徴とする繊維構造体；た

だし，“アルテーヌ”（登録商標）（東レ株式会社提

供の布帛），“「XY-E」ポプリン”（登録商標）（株

式会社クラレ提供の布帛）および“モディフィル”
（登録商標）品番I5406-①（S-9159）（東レ株式会

社提供の布帛）を除く。」 
 
（判示事項） 

「本件発明が解決しようとする課題と解決手段

との関係，すなわち，本件発明の目的である，紫

外線の遮断による紫外線の影響の減少，可視光等

の反射による遮熱に基づく快適性及び通気による

快適性と特定の光線の反射率，透過率及び通気度

の具体的な数値要件との個々の関係が，明細書の

記載によって明らかになっていなければ，特許請

求の範囲記載の数値範囲の技術的意義が当業者に

明らかになっているということができないという

べきである。しかしながら，本件明細書（甲2-2添
付）には，上記関係について明らかにする記載は

なく，数値範囲の技術的意義が当業者に明らかに

なっているということができないことは上記のと

おりであるから，当該数値が，発明の構成に欠く

ことができない事項であるということはできな

い。」（下線筆者） 

 

（2）明細書の裏付け要件（サポート要件）～基本

的な考え方と知財高裁大合議判決～ 

 特許の大原則として，特許を得るためには技術

を公開しなければならない。この原則を担保する

のが明細書の裏づけ要件（サポート要件）である。

特許法第36条第6項には次のように規定されてい

る。 

 

「特許法第36条第6項 第二項の特許請求の

範囲の記載は，次の各号に適合するものでな

ければならない。  

一  特許を受けようとする発明が発明の詳

細な説明に記載したものであること。」 

  

裏づけ要件については，特許請求の範囲に記載

した事項が形式的に発明の詳細な説明に記載され

ているというだけでなく，特許請求の範囲に係る

発明が実質的に発明の詳細な説明に開示されてい

るかを審査している。より具体的には，主に次の

二つの観点が問題となることが多い。 

 

（ア）請求項において，発明の詳細な説明に記載

された，発明の課題を解決するための手段

が反映されていないため，発明の詳細な説



 

 48 特許研究  PATENT STUDIES No.４１ ２００６／３

論  文 

明に記載した範囲を超えて特許を請求する

こととなる場合。 

（イ）出願時の技術常識に照らしても，請求項に

係る発明の範囲まで，発明の詳細な説明に

開示された内容を拡張ないし一般化できる

とはいえない場合。 

 

理科系の人間には以下のように説明したほうが

分かりやすいだろう。（ア）の要件は「特許請求の

範囲の記載が課題達成のための十分条件となって

いるか」という要件であり，（イ）の要件は，たと

え事実関係としては十分条件になっている場合で

も，「それを帰納するのに十分な情報が実験例等と

して開示されているか」という要件である。（ア）

の十分条件性の要件と（イ）の帰納可能性の要件

の関係は，（ア）の十分条件性の要件を満たさなけ

れば（イ）の帰納可能性の要件を満たすことはで

きないので，（ア）の十分条件性の要件は（イ）の

帰納可能性の要件を満たすための必要条件という

ことができる（図3参照）。昨年には（ア）の十分

条件性の要件についての裁判例（知財高判平成17

年6月14日  平成17年（行ケ）10137号）が出た。

その後，知的財産高等裁判所2件目の大合議部判決

である知財高判平成17年11月11日（平成17年（行

ケ）10042号）において，（イ）の帰納可能性の要

件についても支持する判決が出され，両要件とも

確立したということができる。なお，この後者の

判決においては，実験報告書等によっては裏付け

要件違反が治癒しないことも明らかにされた。 

図3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偏光フィルムの製造法事件（知財高判平成17年11

月11日） 
（発明の内容） 

「【請求項1】 ポリビニルアルコール系原反フ

ィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに

当たり，原反フィルムとして厚みが30～100µmで

あり，かつ，熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤

度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリ

ビニルアルコール系フィルムを用い，かつ染色処

理工程で1.2～2倍に，さらにホウ素化合物処理工程

で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とす

る偏光フィルムの製造法。 
   Y＞-0.0667X＋6.73 ・・・・（I） 
   X≧65            ・・・・（II） 
   但し，X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完

溶温度（℃） 
Y：20℃の恒温水槽中に，10cm×10cmのフィルム

片を15分間浸漬し膨潤させた後， 105℃で2時間

乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量

/乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡

膨潤度（重量分率）」 
 
（判示事項） 

「特許制度は，発明を公開させることを前提に，

当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を

業として独占的，排他的に実施することを保障し，

もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与するこ

とを趣旨とするものである。そして，ある発明に

ついて特許を受けようとする者が願書に添付すべ

き明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に

開示するとともに，特許権として成立した後にそ

帰納可能性要件 
を満たす 

十分条件性要件 
を満たす 

帰納可能性要件 
を満たす 

十分条件性要件 
を満たす 
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の効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明

らかにするという役割を有するものであるから，

特許請求の範囲に発明として記載して特許を受け

るためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該

発明の課題が解決できることを当業者において認

識できるように記載しなければならないというべ

きである。特許法旧36条5項1号の規定する明細書

のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を上記

規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に

記載していない発明を特許請求の範囲に記載する

と，公開されていない発明について独占的，排他

的な権利が発生することになり，一般公衆からそ

の自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を

阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に

反することになるからである。 
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサ

ポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲

の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特

許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な

説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記

載により当業者が当該発明の課題を解決できると

認識できる範囲のものであるか否か，また，その

記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識

に照らし当該発明の課題を解決できると認識でき

る範囲のものであるか否かを検討して判断すべき

ものであり，明細書のサポート要件の存在は，特

許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立と

した審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成

15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定

取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の

取消訴訟の原告，特許無効審判請求を不成立とし

た審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解

するのが相当である。」 
「本件発明は，特性値を表す二つの技術的な変

数（パラメータ）を用いた一定の数式により示さ

れる範囲をもって特定した物を構成要件とするも

のであり，いわゆるパラメータ発明に関するもの

であるところ，このような発明において，特許請

求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合

するためには，発明の詳細な説明は，その数式が

示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術

的な意味が，特許出願時において，具体例の開示

がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，

又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該数

式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が

得られると当業者において認識できる程度に，具

体例を開示して記載することを要するものと解す

るのが相当である。」 
「特性値を表す二つの技術的な変数（パラメー

タ）を用いた一定の数式により示される範囲をも

って特定した物を構成要件とする，本件発明のよ

うないわゆるパラメータ発明において，特許請求

の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合す

るために，発明の詳細な説明に，特許出願時の技

術常識を参酌してみて，パラメータ（技術的な変

数）を用いた一定の数式が示す範囲内であれば，

所望の効果（性能）が得られると当業者において

認識できる程度に，具体例を開示して記載するこ

とを要すると解するのは，特許を受けようとする

発明の技術的内容を一般に開示するとともに，特

許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特

許発明の技術的範囲）を明らかにするという明細

書の本来の役割に基づくものであり，それは，当

然のことながら，その数式の示す範囲が単なる憶

測ではなく，実験結果に裏付けられたものである

ことを明らかにしなければならないという趣旨を

含むものである。そうであれば，発明の詳細な説

明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認

識できる程度に，具体例を開示せず，本件出願時

の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範

囲に記載された発明の範囲まで，発明の詳細な説

明に開示された内容を拡張ないし一般化できると

はいえないのに，特許出願後に実験データを提出

して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足

することによって，その内容を特許請求の範囲に

記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し，

明細書のサポート要件に適合させることは，発明

の公開を前提に特許を付与するという特許制度の

趣旨に反し許されないというべきである。」（下線

筆者） 

 

粘土事件（知財高判平成17年6月14日） 
（発明の内容） 

「【請求項1】色素顔料と，極性化合物と，を含

有する粘土において，当該色素顔料の平均粒径を

0.01～0.2µmの範囲内の値とするとともに，粒径分

布における標準偏差を0.05µm以下の値とし，かつ
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色素顔料の添加量を，全体量に対して，0.01～10
重量％の範囲内の値とすることを特徴とする粘

土。」 
 
（判示事項） 

「本願発明は，特許請求の範囲を画した請求項1
の文言上，成分として中空微小球を含有する旨の

限定がなされておらず，中空微小球を含有しない

粘土であって，色素顔料の平均粒径，粒径分布及

び添加量の各数値範囲を所定の数値範囲に限定し

た発明をも包含するのに対し，本件明細書の発明

の詳細な説明の記載においては，専ら，中空微小

球を含有する粘土であることを前提に，色素顔料

の平均粒径，粒径分布及び添加量を所定の数値範

囲に限定することの技術的意義及び実施例等が記

載されている。そうすると，本願発明は，発明の

詳細な説明に記載されていない発明を含んでいる

ことが明らかであり，本件明細書の特許請求の範

囲の記載は，特許法36条6項1号の規定に違反する

というべきである。」（下線筆者） 
 
（3）実施可能要件 

実施可能であることの前提として，発明が明確

に把握できることが必要である。数値の定義が一

義的でなかったり，数値範囲として意味のある有

効数字が測定誤差に埋もれてしまう場合には，実

施可能要件を満たさないと判断された例もある

（下記，（a），（b）の事例を参照）。 

次に，物の発明の場合には，過度な試行錯誤を

要せずに，作り，使用できるための情報が開示さ

れていることが必要である。これを数値限定発明

に当てはめると，過度の試行錯誤を要せずにパラ

メータを規定された数値範囲で制御するための情

報が開示されていることが必要である。 

特殊パラメータ発明の場合には，直接的な制御

の対象とするのが難しいパラメータで発明が特定

されている場合があるが，有用な情報の開示に対

して独占権を与える特許制度の原則からすれば，

このような発明に独占権が与えられるのは，その

制御方法も開示されているときに限るべきと言え

るだろう36。パラメータの制御の観点から実施可

能要件について判断した裁判例も出てきているの

で，以下（c）で紹介する。 

 

（a）パラメータの定義・測定方法が不明である

ために実施不可能とされた事例 

 

線状低密度ポリエチレン系複合フイルム事件（東

京高判平成17年3月30日）37  
（判示事項） 

「そもそも本件発明において平均粒径の定義を

特定できず，またメーカー名・商品名での特定も

ない以上，当業者は，どのような平均粒径を持っ

た球状の不活性微粒子を用いればよいのかわから

ないであるから，本件発明を実施できないことは

明らかである。」 
 
（b）数値限定の数値が測定誤差と同程度である

ので発明が実施不可能とされた事例 

 

電子写真複写機用クリーニングブレード事件（東

京高判平成15年3月13日） 
（発明の内容） 

「重量平均分子量（Mw）と数平均分子量（Mn）
の比（Mw/Mn）が，GPC法の測定によって2以下で

ある分子量分布を有するポリオールとポリイソシ

アネートとを反応させてなるウレタンゴムからな

ることを特徴とする電子写真複写機用クリーニン

グブレード｣ 
 
（判示事項） 

「訂正後発明は，分子量分布を示す比（Mw/Mn）
を，GPC法により求めた場合，2以下であるポリオ

ールであることを，要件とするものである。訂正

後明細書の説明においては，訂正後発明に係る上

記比（Mw/Mn）の数値を，小数点以下第一位まで

を有意なものとして扱っているのであるから，前

記技術常識，すなわち，ポリオールについて，そ

の分子量分布を示す比（Mw/Mn）をGPC法によっ

て求める場合，少なくとも使用カラムを特定しな

ければ，比（Mw/Mn）の数値として小数点以下第
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一位までを有意なものとはし得ないとの技術常識

によれば，訂正後明細書においても，少なくとも

使用カラムを明確にすべきである。しかし，訂正

後明細書には，比（Mw/Mn）を測定するGPC法に

ついて，その測定条件である使用カラムに関する

ものを含め，具体的な記載は一切ない。 
そうだとすると，GPC法により，比（Mw/Mn）

の数値として小数点以下第一位まで有意なものと

して求める前提として必要となる，使用カラムに

ついての記載がない訂正後明細書の詳細な説明は，

当業者が容易に実施できる程度には本件訂正後発

明が記載されていないものという以外にない。」

（下線筆者） 

 

（c）数値範囲を制御するための情報の欠如を理

由に実施不可能とされた事例 

 

脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム事件（知財

高判平成17年11月17日） 

（発明の内容） 
「主たる繰り返し単位が一般式-O-CHR-CO-（R

は水素または，炭素数1～3のアルキル基）であり，

脂肪族ポリエステルに対し不活性な平均粒子径1
～4µmの滑剤粒子を含有する脂肪族ポリエステル

であって，連鎖状粒子を含有しない脂肪族ポリエ

ステルを主成分としたフィルムであって，少なく

とも片面の三次元平均表面粗さ（SRa）が0.018～
0.069µmであり，かつ粗さの中心面から0.00625µm
以上の高さを有する突起の1mm2当たりの突起数

（PCC値）が下記式（1）を満足することを特徴と

する脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム。 
   PCC値≦7000-45000×SRa...（1） 

（なお，SRaとは表面粗さ曲線をサインカーブで

近似した際の中心面（基準面）における平均粗さ

を意味し，触針式三次元表面粗さ計を用いて得た

各点の高さを測定し，これらの測定値を三次元表

面粗さ解析装置に取り込んで解析することにより

得られる値である。）」 

 

（判示事項） 
「滑剤粒子の平均粒子径が1.8µmの前後であれ

ば，SRa及びPCC値の変化につき一定の傾向が把握

できるものの，請求項1に定める平均粒子径の数値

範囲が1～4µmという相当の幅をもった範囲であ

ることにかんがみると，平均粒子径を下限近く，

あるいは上限近くに設定した場合に，SRa及びPCC
値がどのような変化を示すのか，実施例及び比較

例の数値からだけでは，予測することが困難であ

る。 
また，滑剤粒子の平均粒子径が1.8µmの前後であ

る場合にも，SRa及びPCC値の変化につき把握され

る一定の傾向とは，①平均粒子径が同一であれば，

含有量の増大に伴って，SRa及びPCC値は共に増大

すること，②含有量が同一であれば，平均粒子径

が増大するに伴って，SRa及びPCC値は共に減少す

ること，にとどまるものである。したがって，例

えば，平均粒子径を1.65µm，あるいは，1.95µmと

した場合に，含有量をどのように設定すれば，不

等式〔PCC値≦7000-45000×SRa〕を満足すること

ができるのかは，やはり不明であり，フィルムを

製造した上でSRa及びPCC値を逐一計測すること

が必要となる。 
 （中略） 

したがって，本件明細書の実施例を手がかりと

しても，PCC値とSRaとの関係が不等式〔PCC値

≦7000-45000×SRa〕を満足するフィルムを得るた

めには，製造されたフィルムにつきSRaとPCC値を

逐一計測して，前記不等式を満たしているか否か

を確認するほかないから，当業者に過度の試行錯

誤を強いるものといわざるを得ない。」（下線筆者） 

 

アルカリ蓄電池用ニッケル電極活物質事件（東京

高判平成14年2月7日） 
（発明の内容） 

「亜鉛，カドミウムおよびコバルトの一種以上

を固溶状態で含有し，細孔半径30Å以上の内部遷

移細孔の発達を抑制し，全細孔容積を0.1ml/g以下

に制御した水酸化ニッケル粉末において，その結

晶のX線回折ピーク（001）面の半価幅が0.5度から

1.0度であることを特徴とするアルカリ蓄電池用ニ

ッケル電極活物質。」 

 

（判示事項） 
「本件明細書には，漠然とした操作，PＨ，温度

範囲が示されているだけであって，本件粉末又は
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これを含む水酸化ニッケル粉末を製造するために

必要な，具体的な指針もない以上，当業者がこれ

に従って製造しようとしても，製造できるかどう

かも不明のまま不相当に多くの試行錯誤をしなけ

ればならないことになるのである。このようなと

き，当業者が，本件粉末を含む水酸化ニッケル粉

末を容易に製造することができるとすることはで

きず，このような明細書の記載について，『その発

明の属する技術の分野における通常の知識を有す

る者が容易にその実施をすることができる程度』

に記載されているということができないことは，

明らかというべきである。」（下線筆者） 
 

*** 

 

（上）のまとめ 

数値限定発明についての審決取消訴訟に関する

裁判例を体系的にまとめつつ，根本的な問題につ

いて検討した。長文になったので概要をまとめた

い。 

 

①数値限定発明の審査の意義 

 数値限定発明は潜在的争訟性が高く，発想に飛

躍を要する発明を多数生み出す研究開発活動を促

進し産業を発達させるためには，適切に審査する

ことが必要である。 

 

②数値限定発明の種類 

 数値限定発明は，（イ）数値限定の部分はもっぱ

ら達成すべき課題・効果に相当するもの，（ロ）数

値限定の部分が技術手段に相当するもの，（ハ）数

値限定の部分は補足的であるものの三種に分類で

きる。 

 

③達成すべき課題クレームの進歩性 

特許法第29条第2項の「容易に発明をする」とい

う言葉の意味は，「容易想到性」であって，「実現

の容易性」までも要求するものではない。誰もが

長く望んでいたがなかなか達成できなかった数値

を初めて達成・実現し，もっぱらその数値を請求

項に記載した「達成すべき課題クレーム」は，そ

れ自体には着想の困難性が認められないので，進

歩性が認められるためには，着想することが困難

だった，その課題を達成するための具体的技術手

段を請求項に記載することが必要である。 

 

④刊行物に記載された出願時の技術水準の知識

に基づいては実現できない技術事項を発明と

して認定することの可否 

一定の技術的思想が記載されていれば，出願時

の技術水準では実現できないものであっても「刊

行物に記載された発明」と認定できると考えるべ

きである。 

 

⑤新規性評価の二面性 

新規性の評価には，権利範囲としての側面と思

想としての側面の二面性があり，いずれの観点か

らも新規であると言えなければ，新規性があると

言うことはできない。 

 

⑥学問上の新規性と特許法上の新規性の相違 

学問上は新規なものであっても特許法上は新規

性でないとされることがある。この違いは，公知

のものを包含する独占権は設定しないという特許

制度の本質に根ざしている。 

 

⑦狭義の数値限定発明の第29条の2，第39条，第

29条第1項の判断 

裁判所では，先行発明と数値の限定のみが異な

る狭義の数値限定発明は先行発明と重複するもの

であって別異のものとして認識できないので原則

先行発明思想と同一であると判断される。数値限

定したことに起因してよほど顕著な作用効果を奏

するものでなければ，第29条の2，第39条，第29
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条第1項の要件を満たすことはできない。 

 

⑧新規性・進歩性の主張立証責任 

通説である法律要件分類説及び主要事実説に基

づいて検討すると，査定系においては，新規性・

進歩性の主張立証責任は特許庁の側にあるが，す

べての事実について特許庁に立証責任があるので

はない。例えば，先行技術となる文献の存否の事

実は容易相当性についての評価根拠事実であるの

で特許庁の側に主張立証責任があるが，効果の顕

著性は評価障害事実であるから出願人の側に主張

立証責任がある。 

 

⑨明確性要件 

 発明の明確性の観点として，（イ）権利範囲の明

確性，（ロ）思想としての明確性に加えて，第三の

観点として（ハ）紛争予防的観点からの明確性に

ついて述べた。権利範囲の明確性については，パ

ラメータの定義が明確でない，測定方法により値

が異なる，数値限定の有効数字を意味あるものと

する程度の測定誤差で測定できない等の理由によ

り発明が不明確であるとされることがあるので，

数値限定発明の明細書を作成する際には細心の注

意が必要である。思想としての明確性も裁判例を

通じて確立されてきており，数値限定についての

技術的意義が明確でなければ思想として発明は明

確でない。 

 

⑩サポート要件（裏付け要件） 

サポート要件は，特許請求の範囲の記載が課題

達成のための十分条件となっているかという十分

条件性要件と，帰納するのに十分な情報が実験例

等として開示されているかという帰納可能性要件

とに分けて理解できる。サポート要件の考え方は

昨年の大合議部判決により確立された。 

 

⑪実施可能要件 

 特に特殊パラメータ発明においては，過度な試

行錯誤を要せずにパラメータを規定された数値範

囲で制御するための情報が開示されていることが

必要である。 

*** 

次号においては，技術手段としての数値限定を

含む発明の進歩性についての裁判例をまとめ，顕

著な効果と進歩性の評価との関係，特殊パラメー

タ発明の新規性・進歩性等について論じる予定で

ある。 

 
 
                                                        
注） 

1 吉井一男『広くて強い特許明細書の書き方－パラメータ特

許ノウハウ集－』（発明協会，2002）が代表的である。 
2 実際の審査過程においては，片方の出願について数値範囲

の減縮がなされた。 
3 図面に開示された数値をフルテキスト検索やワード検索

することはできないし，パラメータの表記法に複数の種類が

ありえること等のために，数値範囲に含まれる数値はフルテ

キスト検索やキーワード検索にはなじまない。また，明細書

は設計図ではないので設計に必要な全ての具体的数値が記

載されているわけではない。仮に設計図並みに詳細に記載し

ても，物性値やその製品の性能・品質を示す全ての数値が記

載されているわけではない。数値を明示する過去の文献が見

つからなくても，実際上は既に公知となっているものを包含

する範囲の権利を設定してしまうのではないかという可能

性をなかなか捨てきれず，審査官としては新規性・進歩性を

                                                                                          
有することの確信をもつことがなかなか難しいことも多い。

なお，数値限定発明の検索手法に関する参考文献として次の

ものがある。谷井久美子「特許異議申立のための資料検索―

数値限定特許をつぶすための検索手法の提案―」情報管理43
巻6号（2000）491-501頁。 

4 穂積忠「数値限定・変更と臨界的意義」パテ55巻5号（2002）
60-67頁。 

5 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第2章新規性・進歩性

2.5（3）④。 
6 吉藤幸朔『特許法概説［第9版増補］』（有斐閣，1992）106-107
頁。 

7 具体的事例については，神谷巖「数値限定発明の数値の臨

界性」発明95巻9号（1998）104-105頁がわかりやすい。AとB
を組み合わせることにより新たな効用が得られた点に発明

性がある場合において，Bがいくら少なくても（ほとんどゼ

ロでも）良いとすることはできないので，その量を示すこと
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には技術的意義がある。このような例は，数値限定に技術的

意義が存在する点において，その技術的意義が不明である

「数値の単なる限定」とは異なる。ただし，AとBを組み合わ

せる点にポイントがあるのであるから，進歩性はもっぱら組

み合わせの容易性の観点から評価され，進歩性を認める場合

にも数値に臨界的意義が必要とはされない。このような意味

において数値限定の部分は補足的である。 
 類似の裁判例として窒素-3族元素化合物半導体発光素子

事件（東京高判平成13年10月9日）がある。「訂正第1発明と

刊行物1記載の発明との間には，数値範囲の構成上の差異以

外に2重層の有無の構成の差異が存するとの相違も認められ

るのであるから，被告主張に係る正孔濃度に関する臨界的意

義の存否をもって，刊行物1記載の発明との対比において訂

正第1発明との間の相違がないとすることはできない。」 
8 数値限定の発明ではないものの，発明の容易性は着想の容

易想到性であって，具体的実現の容易性ではないことを判示

したその他の判決に帯鋼の巻取装置事件（東京高判平成16年
3月9日）がある。 

9 なお，出願発明の効果の値が先行文献では達成できていな

かったとしても，効果が高ければ高いほどよいことは自明で

あるので，思想としてはもっと効果が高いものまでも先行文

献から把握できる。このような意味で先行発明と同一である

という論法も考えられるが，そのような具体的事例は見つか

っていない。 
10 J. G. Bednorz and Müller: Z. Phys. B64 (1986) 189. 
11 Y. Tokura, H. Takagi and S. Uchida: Nature 337 (1989) 345. 
12 竹田和彦『特許の知識［第7版］』（ダイヤモンド社，2004）

122-123頁。 
13 猿渡章雄「数値限定発明についての判例及び考察（1）」パ

テ51巻3号（1998）53頁，松本直樹「進歩性の認定（2）－数

値限定発明」特許判例百選［第三版］（2004）36-37頁。 
14 この原則を，特許制度は，「創作」を保護する制度であり（特

許法1，2条参照），「発見」自体は，保護の対象としていない

ことに根拠を求める見解もある（山下和明「審決（決定）取

消事由」竹田稔ほか『特許審決取消訴訟の実務と法理』159-162
頁（発明協会，2003））。 
ただし，「発明」を「発明及び発見」としている米国において

もこの原則は変わらない。ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説

［第4版］』（発明協会，2001）83-84頁は，クレームされた発明

に対し先行技術が侵害を構成する関係にあると認められると

き当該発明は新規性を否定されるという“Infringement Test”を，

米国における最も標準的な新規性の具体的判断基準とする。

MPEP 2131.02 “A generic claim cannot be allowed to an applicant 
if the prior art discloses a species falling within the claimed genus." 
The species in that case will anticipate the genus. In re Slayter, 276 
F.2d 408, 411, 125 USPQ 345, 347 (CCPA 1960); MPEP 2131.04 
Evidence of secondary considerations, such as unexpected results or 
commercial success, is irrelevant to 35 U.S.C. 102 rejections and 
thus cannot overcome a rejection so based. In re Wiggins, 488 F.2d 
538, 543, 179 USPQ 421, 425 (CCPA 1973).  

 欧州（EPO）においても同様である。Guidelines for Examination 

                                                                                          
(EPO) C IV7.4 “a specific disclosure does take away the novelty of 
a generic claim embracing that disclosure, e.g. a disclosure of 
copper takes away the novelty of metal as a generic concept” 

15 細田芳徳「数値限定発明の進歩性」知財管理46巻7号（1996）
1097頁をもとに作成。 

16 梶崎弘一「数値限定発明に係わる公知概念の変遷―判例と

審査基準の論拠を求めて―」知財管理48巻2号（1998）201-214
頁，神谷恵理子「数値限定発明における実験報告書の攻防」

パテ56巻5号（2003）30-36頁。 
17 竹田・前掲注（12）152-156頁，細田・前掲注（15）1097頁，

今村玲英子「数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田

稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会，2002）317
頁。 

18 同旨の判決は古くからある。例えば，洗剤組成物事件（東

京高判平成5年12月14日取消集40巻8頁），門田かづよほか「発

明の同一性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発

明協会，2002）254頁を参照。 
19 39条における同一性の判断の裁判事例として顔料付蛍光体

事件（東京高判平成2年8月30日）がある。「本件発明と先端発

明とは蛍光体の点において構成を異にするものではなく，本

件発明は先願発明における蛍光体（Y2O2S点Eu）を付活量に

よって数値限定しているに過ぎないものと解するのが相当で

ある。（中略）いわゆる上位の概念で記載された発明と下位の

概念で記載された発明の関係にあり，本件発明は，先願発明

に包含され先願発明をより具体化したものに相当するといい

得るものであるから，Eu付活量を数値限定したことに特別の

作用効果が認められるなどの進歩性が認められる場合を除い

ては，両発明は同一の発明であると解されることになる。」判

決文中（「先端発明」及び「Y2O2S点Eu」はそれぞれ「先願発

明」及び「Y2O2S:Eu」の誤記であると思われる。） 
20 技術手段としての数値限定を含む発明の進歩性の部分で検

討するが，よほど顕著な作用効果とは，実は進歩性を有する

ほどの効果であり，そのような効果とは「その発明に特許を

付与することが，発明を奨励し，産業の発達に寄与すること

を目的とする特許法の精神に合致するほどの作用効果」であ

る。進歩性があるから特許にするのではなく，特許にすべき

という目的から進歩性があるという判断構造になっているよ

うである。 
21 このような考え方は以前より一定しているようである。数

値限定発明と発明の同一性を解説した文献として，清野寛甫

「発明における作用効果とその主張立証－審決取消し訴訟を

中心として－」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』

527-544頁（発明協会，1986）がある。 
22 EPC（欧州特許条約）においては，日本の29条の2と異なり

self collisionがあり，自己が出願した先願の明細書に記載の発

明で拒絶され得るので，新規性の範囲を狭く解釈する必要が

ある。EPOでは，数値範囲に入る数値が先願の明細書に記載

されていなければ，implicitに開示されていると判断されない

かぎり，新規性があるものとされる。ただし，先願に開示さ

れた数値範囲に後願の数値範囲が包含される場合は，次の3
つのいずれの条件もが充たされたときに新規性があるとされ
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る。 
Guidelines for Examination C IV 7.7 
(a) the selected sub-range is narrow compared to the known range;  
(b) the selected sub-range is sufficiently far removed from any 

specific examples disclosed in the prior art and from the 
end-points of the known range;  

(c) the selected range is not an arbitrary specimen of the prior art, 
i.e. not a mere embodiment of the prior art, but another 
invention (purposive selection, new technical teaching). 

なお，米国においては，日本と異なり，先願明細書に記載の

発明であっても，自明性（obviousness，日本で言うところの

進歩性）に基づく拒絶の根拠とできる，換言すると，米国に

おいては，同一性が自明性（容易性）まで拡大されているの

で，単に形式的に数値が異なるのみでは，先願との関係で特

許性を有することとはならない。 
23 司法研修所『増補民事訴訟における要件事実 第一巻』（法

曹会，1986）1-37頁。 
24 篠原勝美「知財高裁から見た特許審査・審判」特技懇239

号3-14頁，松野嘉貞「審決取消訴訟における主張立証責任」

三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』505-526頁（発明

協会，1986），舟本信光ほか『特許訴訟の実務』（新日本法規，

1991）308-311頁，滝川叡一『特許訴訟手続論考』（大学図書，

1991）176-188頁，石原直樹「主張責任・証明責任および証拠

調べ」竹田稔ほか編『特許審決取消訴訟の実務と法理』（発明

協会，2003）173-193頁，石原直樹「特許審決取消訴訟におけ

る立証責任」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』

（信山社，1999）555-570頁，村林隆一『知的財産高等裁判所

と審決取消訴訟の実務』（経済産業調査会，2005）156-159頁。 
25 司法研修所・前掲注（23）1-37頁。 
26 司法研修所・前掲注（23）1-37頁，伊藤眞『民事訴訟法 第

3版』（有斐閣，2004），梅本吉彦『民事訴訟法』（信山社，2002）
475-479頁。 

27 伊藤滋夫『要件事実の基礎』（有斐閣，2000）125-131頁。 
28 第29条第2項の進歩性を規範的要件であるとするものとし

ては，深沢正志「いわゆる『容易の容易』が問題となった事

例」特技懇239号（2005）85-87頁及び相田義明「発明の進歩

性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会，

2002）217-238頁を参照。市川正巳「特許発明の進歩性の判断

方法について」清水利亮ほか編『現代裁判法体系26 知的財

産権』135-148頁（新日本法規，1999）は，進歩性の判断と不

法行為における過失の判断との類似性を指摘し，進歩性の判

断に過失の判断における説明方法を取り入れるべき旨指摘し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
  ており，進歩性を規範的要件と考えていると推測される。 
29 松野・前掲注（24）505頁，清野・前掲注（21）527頁にお

いても，効果の主張立証責任は出願人にあるとされる。 
30 清野・前掲注（21）527頁。 
31 このことは，拒絶理由を通知する際に審査官は効果の点つ

いての見解を述べる必要が全くないということを意味するも

のではない。出願人の適切な補正，適切な主張及び証拠の提

出を促し，審査手続きを円滑に進めて迅速に権利設定を図る

ためには，もし，明細書における効果の主張等が適切なもの

でないならば，その点を拒絶理由通知書で指摘することは大

いに役立つと思われる。 
32 特殊パラメータについては，審査基準 においては下記のと

おり定義されている。 
「下記（i）又は（ii）に該当するパラメータをいう。 
（i）当該パラメータが，標準的なもの，当該技術分野におい

慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののい

ずれにも該当しないもの。 
（ii）当該パラメータが，標準的なもの，当該技術分野におい

て当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにして

も慣用されているものとの関係が当業者に理解できるものの

いずれかに該当するが，これらのパラメータが複数組み合わ

されたものが，全体として（i）に該当するものとなるもの。」 
具体例として，審査基準の明細書及び特許請求の範囲の記載

要件の事例集（例2-6）には，下記の例が紹介されている。 
「結着樹脂，着色剤，ワックス成分を含有する静電荷像現像

用トナーにおいて，前記ワックス成分が，A測定装置により

測定されるスペクトルにおいて，0～100ppbのシグナルの総面

積（S），60～80ppbのシグナルの総面積（S1），20～40ppbのシ

グナルの総面積（S2）とすると， 
0.01≦S1/Ｓ≦0.1， 
0.02≦S2/Ｓ≦0.2 
を満たすことを特徴とする静電荷像現像用トナー。」 

33 特許委員会第2小委員会「パラメータ発明の特許性判断」知

財管理49巻4号（1999）481-497頁。 
34 紛争予防の観点からの明確性を述べたものに，梅本吉彦「明

細書の開示と権利解釈について」特許研究5号（1988）16-23
頁がある。 

35 特許請求の範囲の記載要件2.2.2.1 第36条第6項第2号違反

の類型（6）③（iii）。 
36 松本・前掲注（13）36-37頁。 
37 同旨判決に，自動車安全装置用基布及びその製造方法事件

（東京高判平成16年3月18日）もある。 
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裁判例リスト 

・窒素－3族元素化合物半導体発光素子事件（東京高判平成13年10月9日）平成12年（行ケ）143号 
・形状記憶要素を備えためがねフレーム事件（東京高判平成15年11月27日）平成12年（行ケ）429号 
・帯鋼の巻取装置事件（東京高判平成16年3月9日）平成13年（行ケ）577号 
・電子部品処理用器材事件（東京高判平成15年12月10日）平成14年（行ケ）418号 
・ヒト白血球インターフェロン事件（東京高判平成14年4月25日）平成11年（行ケ）285号 
・搬送装置事件（東京高判平成元年11月28日取消集12巻210頁）昭和63年（行ケ）275号 
・微細エッチング加工用素材事件（東京高判平成7年7月4日取消集51巻43頁）平成6年（行ケ）30号 
・テクスチャヤーン事件（東京高判昭和61年11月27日無体集18巻3号432頁）昭和58年（行ケ）54号 
・プラスチック光ファイバ事件（東京高判裁平成12年5月8日）平成11年（行ケ）88号 
・ギヤシェーパ加工方法及びギヤシェーパ事件（東京高判平成15年6月5日）平成13年（行ケ）338号 
・ボールスプライン事件（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁）平成6年（オ）1083号 
・記録紙事件（東京高判平成17年2月17日）平成16年（行ケ）83号 
・ゴムホース事件（東京高判平成15年10月20日）平成14年（行ケ）439号 
・洗剤組成物事件（東京高判平成5年12月14日取消集40巻8頁）平成4年（行ケ）第168号 
・風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法事件（東京高判平成16年4月28日）平成13年（行ケ）67号 
・内接型オイルポンプロータ事件（東京高判平成15年5月30日）平成14年（行ケ）119号 
・線状低密度ポリエチレン系複合フイルム事件（東京高判平成17年3月30日）平成16年（行ケ）290号 
・二軸配向積層ポリエステルフィルム事件（知財高判平成17年10月18日）平成17年（行ケ）10130号 
・自動車安全装置用基布及びその製造方法事件（東京高判平成16年3月18日）平成14年（行ケ）355号 
・フィルター基材事件（知財高判平成17年10月6日）平成17年（行ケ）10143号 
・管状部材間の接合構造及び管状部材の接合方法事件（知財高判平成17年11月1日）平成17年（行ケ）10148号 
・紫外線遮蔽性を有する繊維構造体及び該構造体を用いた繊維製品事件（東京高判平成16年6月30日）平成15年

（行ケ）206号 
・偏光フィルムの製造法事件（知財高判平成平成17年11月11日判時1911号48頁）平成17年（行ケ）10042号 
・粘土事件（知財高判平成17年6月14日）平成17年（行ケ）10137号 
・電子写真複写機用クリーニングブレード事件（東京高判平成15年3月13日）平成13年（行ケ）209号 
・脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム事件（知財高判平成17年11月17日）平成17年（行ケ）10295号 
・アルカリ蓄電池用ニッケル電極活物質事件（東京高判平成14年2月7日）平成12年（行ケ）120号 

※所載情報を記載していない判決についても，すべて最高裁判所のホームページより閲覧可能。 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


